
                ５５５５月月月月のののの花花花花 山法師（やまぼうし） 

水木（みずき）科。  花言葉「友情」 

開花時期は５月初旬から６月半ばころ。「山法師」の名前

は、中央の丸い花穂が坊主頭で、４枚の花びらのようなと

ころ（実は額）を白い頭巾に見立てて、比叡山延暦寺の「山

法師」になぞらえたとか。中心の緑の部分が本当は花で、

別名を山桑（やまぐわ）といいます。実の表面が桑のよう

にブツブツしているからです。良く似たものとして花水木

がありますが、額の先が鋭く尖っているのが山法師、幅が

広く先が丸くなっているのが花水木です。 

もうひとつの違いは、花水木は４月中旬頃に葉より先に花を咲かせ葉は後から出てき

ますが、山法師は葉が先に出てくるところです。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

不動産についてのお役立ち情報 



 

 

 

 

今から 19 年前の 1995 年 5 月 2 日

アメリカ、カリフォルニア州ロサン

ゼルスのドジャー・スタジアム。背

番号 16、野茂英雄は、初夏の青い空

の下、投球回数 5 回（91 球）、１安

打無失点７奪三振（勝敗はつかず）

で、地元ファンにも、そして、多く

の日本人にも鮮烈な印象を与えメジ

ャーリーグ（ＭＬＢ）デビューを果

たした。 

彼の日本プロ野球界のデビューは

華やかだった。当時では史上最多 8

球団から指名され、1 番くじをひい

た近鉄バファローズとの推定契約金

は、これもまた当時史上初の 1 億

2,000 万円には、その独特の動きか

ら後に「トルネード投法」と呼ばれ

る投球フォームを変更しないという

条件がつけられたと言う。新人の年

1990 年は新人王・沢村賞・MVP の 3

タイトルを獲得し、5年間で78勝（46

敗）と活躍。 

ただ、ＭＬＢデビュー前年 1994

年シーズンオフ、そんな彼に、何故

か冷たい風が吹いた。彼は球団に当

時は制度としてなかった代理人交渉

を要求し、更に、複数年契約も求め

ていた。それに対し、前年シーズン

途中、右肩痛で戦線離脱したことも

あって、球団・監督は批判的な発言

をし、そればかりかマスコミもそれ

に同調していた。彼に対する風当た

りは、今では想像できないほど激し

いものだった。 

結局、球団は野茂が近鉄でプレイ

する意思を表明しない限り、トレー

ドや自由契約ではなく「任意引退」

として扱おうとした。（現在は、任意

引退で海外の球団との交渉できな

い）。つまり、野茂は日本に居場所を

失った結果、行く先は、ＭＬＢしか

なかったとも言える。ドジャーズと

は契約金こそ 1 億を超えたが、推定

年俸は前年の 1 億 2,000 万円から

980 万円での契約となった。 

ＭＬＢ12 年間で 123 勝（109 敗）、

新人王、奪三振王 2 回、最多完封 1

回、オールスター出場 1 回、ノーヒ

ットノーラン 2 回。 

ＭＬＢで日本人投手が活躍する姿

をみて、多くの人が野茂の輝かしい

記録より、その生き

様を思い出すのでは

ないだろうか。 

 



今月の 

トピックス!!  

 

【トラブル事例 ２０】 

自宅から、車で２時間程度かか

る場所に、別荘を所有しています。

これは、数年前に亡くなった父が所

有していたもので、年に１回家族で

行けるかどうか、親戚や友人にも、

都心からも少し遠いせいか、そんな

に使ってくれる人もいません。 

維持管理費もばかにならないの

で、思いきって売却することに決め

自宅のそばの不動産会社を訪ねま

した。すると、別荘地を売る時には

仲介手数料とは別に、広告費が必

要になると言われました。 

そ れ っ て 、 普

通に支払わなく

てはならない費

用な ので しょう

か？ 

 

    

遠隔地の物件について不動産事業

者に売却を頼む場合には、仲介手数

料とは別に特別の費用として売主に

こうした負担を求められることがあ

ります。ただし、その場合も費用の

内容については不動産会社に確認を

して、納得してから売却の依頼をす

るようにしましょう。 

通常の仲介業務で不動産会社に発

生する費用は、依頼者に請求するこ

とはできません。例えば、一般的に

行われる広告費用や購入希望者の現

地案内にかかわる費用は、売買契約

成立時に発生する仲介手数料に含ま

れるものです。例外的に、依頼者の

特別な依頼に基づき発生した広告費

用等の「実費」については、請求す

ることが認められています。例えば、

依頼者の希望で実施した通常の販売

活動では行わない広告宣伝の費用、

依頼者の希望で行った遠隔地の購入

希望者との交渉のための出張旅費な

どについては、不動産会社は仲介手

数料とは別に請求することができま

す。ただし、あくまでも 

①依頼者の依頼に基づいて発生し

たものであること、 

②通常の仲介業務では発生しない

費用であること、 

③実費であること、 

のすべてが満たされている場合に限

 



定した例外的な取り扱いであること

に留意しておきましょう。 

 

    

それでは、ここで不動産売買の媒

介契約に基づく仲介手数料について、

復習しておきましょう。 

まずその金額から。仲介手数料に

は宅地建物取引業法により、上限が

決められています。したがって、不

動産会社が上限額を超える仲介手数

料を受け取った場合は、法令違反と

なります。また、法令で定められて

いるのはあくまでも上限額ですので、

当然に上限額を請求できるというこ

とではありません。 

次に、その支払義務の発生時期に

ついて。不動産の取引の媒介（仲介）

では、売買契約が成立したときに不

動産会社の仲介手数料の請求権が発

生します。（一般的に「成功報酬」と

いわれています。）したがって、売買

契約が成立するまでは、原則として、

不動産会社に仲介手数料を支払う必

要はありません。 

最後に仲介手数料の支払時期につ

いて。売買契約が成立すると、不動

産会社に仲介手数料の請求権が発生

します。支払は、売買契約成立時に

仲介手数料の全額を支払う方法でも

違法というわけではありません。た

だし、不動産売買では契約締結時点

で引き渡しまで完了していないこと

が多いことから、契約締結時に仲介

手数料の 50％を支払い、引き渡し完

了時に残りの 50％を支払うケース

が多いようです。 

以上の内容をしっかり頭に置いて、

不動産会社に依頼しましょう。もし、

何か疑問を感じることがあったら、

納得でき

るまで確

認すべき

です。不

誠実な説

明を受け

た場合には、その不動産会社への依

頼を再考する必要があると言えます。 

例えば、上限額を超える手数料条

件を提示する、上限額をあたかも法

律で決められた手数料であるとの説

明する、仲介手数料以外に発生する

広告費等を当然に請求するなどは、

不動産会社としては、問題のある対

応です。別の不動産会社に相談すべ

きだと憶えておきましょう。 

 



    

「「「「不動産相談件数不動産相談件数不動産相談件数不動産相談件数、、、、10,13010,13010,13010,130 件件件件にににに／／／／RETIORETIORETIORETIO 調査調査調査調査」」」」    

（一財）不動産適正取引推進機構（RETIO）は 7 日、同機構における

平成 25 年度「不動産相談の概要」を発表した。 

相談件数の合計は 10,130 件で、そのうち売買関係が 3,450 件（全体

の 31％）、賃貸関係が 5,712 件（同 51％）、その他（法令解釈等）が 1,959

件（同 18％）だった。 

 

 

＜＜＜＜トレンドトレンドトレンドトレンド＞＞＞＞        

一般財団法人「不動産適正取

引推進機構」は、不動産取引に

関する紛争の未然防止を図ると

ともに、適正かつ迅速な処理を

推進して、消費者の保護と宅地

建物取引業の健全な発展に寄与

することを目的して設立された

法人で、都道府県や業界団体で

手に負えなくなった紛争の処理、

各都道府県知事から受託された

宅地建物取引主任者試験の事務

等を行っている。 

また、普段は一般消費者や宅

地建物取引業者からの相談も受

けていて今回はその概要の発表。 

平成 25 年度の相談者別では、

一般消費者が 4,359 件（同 43％）、

消費生活センター等が 1,992 件

（同 20％）、宅建業者・業界団体

が 2,828 件（同 28％）、その他

951 件（同 9％）で、その合計が

10,130 件だった。 

売買関係の相談内容は「重要

事項説明（等）」745 件、「契約の

解除」736 件、「瑕疵・欠陥問題」

690 件が上位となった。一方、賃

貸関係は「原状回復」1,723 件、

「契約の解除」801 件、「瑕疵・

欠陥問題」783 件が多数を占めた。 

一般消費者の不動産取引の相

談窓口としては、市区町村など

で行う「無料法律相談」、宅地建

物取引業者の免許権者である

「都道府県等の窓口」や今回の

「不動産適正取引推進機構」な

どがある。



 

売買売買売買売買にににに関関関関するするするする相相相相

談 内 容 別 割 合談 内 容 別 割 合談 内 容 別 割 合談 内 容 別 割 合

（％）（％）（％）（％）    

※複数回答有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   老後と不動産 

 

７回に亘って、お送りしてきまし

た遺言についての記事ですが、今回

はその締めくくりとして、遺言には

どんな内容を書かなくてはいけない

のか、一緒に考えてみましょう。勿

論、個人の書面ですから、遺言を無

効にしてしまう内容や法に反する内

容以外は、何を書いても自由なので

すが、ここでは遺言として法的効力

があるものについて記載します。 

《《《《三三三三つのつのつのつの内容内容内容内容》》》》    

遺言として法的効力がある事項は

限定されています。この限定されて

いる事項を「遺言事項」といいます。

「遺言事項」には大きく分けて、①

相続に関すること②財産の処分に関

すること③身分に関することの３つ

があります。 

①の相続に関することとは、「法

定相続分と異なる割合で相続分を指

定する」ことや、「相続人の廃除や、

廃除の取消しをする」ことなどです。 

②の財産の処分に関することとは、

「財産の遺贈」といったことなどで

 

 

 

 



す。遺言のメインともいえます。 

③の身分に関することとは、「婚

姻届を出していない夫婦の間に生ま

れた子どもを認知する」といったこ

となどになります。 

《《《《愛愛愛愛するペットもするペットもするペットもするペットも心配心配心配心配》》》》    

また、財産分与や認知など以外に

最近多いのが、自分の死後のペット

の心配。自分が死んだあとに飼育を

してくれる家族がいない時などは、

こういったことも考えて遺言を遺す

ことができます。以下にはその方法

について記載しておきます。 

ペットは、人ではないので相続さ

せたり、遺贈したりすることはでき

ません。そのため、ペットを飼育し

てくれる人に財産を遺すという方法

をとります。このような、財産を遺

すかわりに、ペットを飼育してもら

うことを負担付遺贈といいます。つ

まり、ペットを飼育する義務を負う

という負担をつけて、財産を遺贈す

るというわけです。 

ただし、受遺者はもらう財産の価

値以上の義務を負う必要がありませ

ん。ですから、ペットを大事に飼育

してもらうには、どのくらいの財産

を遺贈しなくてはいけないのか十分

に検討する必要があります。また、

受遺者は義務を負担するのが嫌であ

れば、遺贈を放棄することができま

す（民法 986）。ですから、負担付

遺贈をする場合には、遺贈者と受遺

者は事前に十分話し合っておくこと

が必要です。 

また、負担付遺贈をするならば、

受遺者が、ちゃんと負担を実行する

かを見守るために、遺言執行者を指

定しておくと良いでしょう。つまり、

ペットを大事に飼育してくれている

かどうかを見守るための監督人であ

る遺言執行者を指定しておくという

ことです。そして、遺言執行者に対

する報酬も書いておきましょう。 

なお、負担付遺贈を受けた人が義

務を履行しないときは、相続人また

は遺言執行者は、相当の期間を定め

て履行を催告できます。なお、それ

でも履行がないときは、遺言の取消

しを家庭裁判所に請求できます（民

法 1027、1015）。 

このようなケースも含め、親族以

外に財産を遺す場合には、専門家の

アドバイスが欠かせないものとなり

ます。 

 

 

 



 

読み方：ふどうさんかんていし 

 

不動産の鑑定評価について専門的

な知識と経験を有する者として「不

動産の鑑定評価に関する法律」に基

づく登録を受けた者。 

不動産鑑定士になるには、不動産

鑑定士試験(短答式試験及び論文式

試験の 2 段階)に合格し、実務修習機

関が実施する実務修習を修了し、修

了考査で修了が確認され、登録する

ことによってなることができる。 

不動産の鑑定評価は不動産鑑定士

の独占業務であり、不動産鑑定士以

外の者は不動

産の鑑定評価

を行えない。 

こうした独

占的地位を与

えられている

反面、公正妥当な評価を行うための

倫理規定、秘密保持義務等の厳しい

義務が課せられていて、これに違反

すると監督官庁から懲戒処分を受け

る。 

不動産鑑定士による仕事の成果物

を、一般の人々が目にする機会は少

ないが、その数少ないものとして、

国又は地方自治体によって、年に数

回、公開される全国の土地価格一覧

（地価公示等）が挙げられる。これ

らは、発表の翌日に新聞紙面等にお

いて数ページにわたって掲載され、

一般の人々でも容易に見ることが出

来る。これらの価格は、一般の土地

取引において指標として「参考」に

され、また、課税・公共事業等にお

いて規準として適用される。 

地価公示は今年も3月18日に発表

され「不動産市場が回復局面に入っ

た」という見出しとともに、耳や目

にした人も多いはず。 

 

《不動産鑑定士》 

編集後記編集後記編集後記編集後記 新入生や新社会人が、ゴールデンウィー

クをゆっくり過ごして、新しい職場に戻る頃「これ

からこの環境でやっていけるのだろうか？」と不安

な気持ちにかられる、いわゆる「五月病」。皆さん

の周りには心配になるような人はいませんか？ 
ちなみに今年の新入社員の特徴は「何事も安全運

転の自動ブレーキ型」。頭の回転は速いものの、困

難な壁はぶつかる前に未然に回避する傾向がある

として、自動車の「自動ブレーキ装置」になぞられ

たようです。時には困難に向かってアクセルを踏む

勇気にも気づきながら、頑張れ新人さん!! 

■発行日 ； 2014.5.10 
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